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第１章 全体の重要事項に関する説明 

１ 本書の位置付け 

伊賀市（以下「市」という。）は、伊賀市にぎわい忍者回廊整備（忍者体験施設等整備）に

関するＰＦＩ事業（以下「本事業」という。）について、民間の資金、経営能力及び技術的能

力の活用により、本事業の目的とする伊賀上野城下町の歴史的な町並みの保全やアフターコロ

ナ時代における観光まちづくりによる中心市街地の活性化、さらには市のまち・ひと・しごと

創生による持続可能なまちづくりの実現に向けた効果を最大化するべく「民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」

という。）に基づく事業として実施することを予定している。 

本書は、市が本事業を実施するにあたり、本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」と

いう。）に要求する施設の設計・建設及び改修・維持管理等に関する水準を示すものである。

なお、本事業は、ＰＦＩ手法の持つ本来の特性である、事業者の創意工夫・アイデア・ノウハ

ウ・技術力・資金調達力を最大限に活かすため、各要求水準については、基本的な考え方と最

低限の要求する水準のみ記載することとし、その水準を達成するための方法及び手段等につい

ては、事業者の発想及び積極的な提案を期待するものとする。 

２ 本事業の概要及び要件 

本事業は、以下の（１）から（３）に掲げる個別事業を複合的に実施することにより、中心

市街地エリアに点在する複数の施設及び機能を有機的に連携させ、効果的・効率的な行政サー

ビスを提供するとともに、民間サービスとの相乗効果を期待するものである。 

なお、本事業はＰＦＩ方式を採用し、民間経営資源活用原則のもと、応募事業者の高い技術

力や魅力的な公共空間の形成力の実現の場を創出する。さらに、市と応募事業者の双方の協議

により、最適なリスク分担を行い、本事業全体の最適化・効率化を図り、市民の満足度を高め

ることを目的とする。 

 

（１）旧上野市庁舎改修整備事業 

 1) 事業概要 

   市指定文化財である旧上野市庁舎（既存建物）を改修し、以下の①～③の機能を備え

た複合施設として整備することにより、市民及び観光客への情報発信、交流の拠点とし

て施設利用者及び観光客の利便性と回遊性を向上させる。 

   ① 図書館機能 

   ② 観光案内・交流機能 

   ③ 観光地域づくり拠点機能 

  2) 対象施設等 
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   所在地：伊賀市上野丸之内 116 番地ほか 

敷地面積：14233.36 ㎡ 

既存建物延床面積：6038.43 ㎡ 

  3) 事業要件 

   企画・設計、（新設）、改修、維持管理、運営 

   ただし、観光地域づくり拠点機能に関する運営は除く。 

（２）忍者体験施設整備事業 

1) 事業概要 

   地域に残る伊賀流忍者に関連した歴史文化資源を活かし、「伊賀＝忍者」を観光戦略

の入口とした観光客から選ばれる観光地になるためのランドマークとしての機能を備え

た施設を整備する。 

  2) 対象施設等 

  所在地：三重県伊賀市上野丸之内 29 番地 

敷地面積：1017.17 ㎡ 

  3) 事業要件 

   企画・設計、新設、維持管理、運営 

ただし、新設する施設は、建築基準法上、成瀬平馬家長屋門（市指定文化財）の付属

建物（増築扱い）となることを前提とし、維持管理及び運営は成瀬平馬家長屋門と一体

的に行うこと。 

（３）まちづくり拠点整備事業 

1) 事業概要 

   特定事業の敷地及び既存施設、並びに 2）に掲げるもののうち応募事業者が自ら整備

する施設において、自ら企画した民間サービスを自らの責任において提供する。 

 2) 対象施設等 

   図 1 のとおり 

 3) 事業要件 

   企画・設計、新設又は改修、維持管理、運営 

 

※要件に関する用語の定義 

◇新設・・・新たに設計し建設する公共施設 

◇改修・・・劣化した既存施設の機能回復及び機能向上 

◇解体・・・既存施設を撤去し機能・性能を失わせること 

◇運営・・・施設が持つ機能・性能を継続的に利用者に提供すること 

◇維持管理・・・施設の機能・性能を保持すること 
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図 1 

対象施設（建物・敷地）名 敷地面積 建物情報 

成瀬平馬家屋敷跡 1,017.17 ㎡  

旧上野市庁舎 14,233.36 ㎡ 延床 6038.43 ㎡ 3 階建

て 

旧上野公園観光食堂 202.94 ㎡ 延床 116.64 ㎡ 1階建て 

旧桃青中学校 7,200.00 ㎡ 延床 4,087 ㎡ 3 階建て 

旧曙保育園（旧放課後児童

クラブレインボーうえの） 

904.00 ㎡ 延床 893.60 ㎡ 2階建て 

旧伊賀信楽古陶館 145.78 ㎡ 延床 211.25 ㎡ 2階建て 

伊賀越資料館 82.00 ㎡ 延床 82.00 ㎡ 1 階建て 

上記施設のほか、中心市街

地エリア（図２参照）にお

ける公共施設及び民間不動

産等 

  

※対象施設の概要は、2021（令和 3）年 8 月 27日に公表した実施方針（第４版）を参照する

こと。 

  

図２ 【中心市街地エリア図】 
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３ 応募事業者に期待する事項 

本事業は、本市における「まち・ひと・しごと」の創生に向け、「旅住包摂」の考え方のも

と市民と観光客が地域資源をモチーフとした共鳴の連鎖により、中心市街地のにぎわいを創出

するとともにアフターコロナ時代の持続可能な観光まちづくりを実現することを目指すもので

あり、それらの実現に向けては、人や地域の“成長を育む”ことが最も重要であると考えてい

る。 

応募事業者には、これら本事業の趣旨を理解した上で、市場原理に基づく有効的で効果的な

取組を期待するものであり、さらには、取組の効果が中心市街地エリア一帯から市全域に波及

することを期待する。 

  また、資金調達は、応募事業者による金融機関からの借り受けやプロジェクトファイナンス

によるもののみならず、ファンドや投資の活用を積極的に検討することにより、事業への共感

者や応援者を増やす仕組みづくりを期待する。 

なお、本事業を実施するにあたり、市としての業績評価は、以下に関連する定量的指標から

設定することを想定しており、本事業のモニタリングで評価するサービス水準についても、市

の設定する業績評価指標を基に契約時に締結する SLA（サービス基準合意書）にて位置付ける

ことを予定している。 

【市が設定する業績評価指標項目(案)】 

・エリア内の不動産価値（路線価、不動産賃料） 

 ・エリア内事業者数 

 ・市認知度 

 ・施設利用者数 

 ・観光入込客数  

 ・市内宿泊者数 

 ・観光消費額 

 ・住民満足度（市民意識調査：まちづくりアンケート） 

 ・貸出図書冊数 

 ・公共交通機関利用者数 

 ・歩行者・自転車通行量 

 

４ 遵守すべき法律等 

応募事業者は、本事業の実施に際し、各関係法令等を遵守するものとする。主な法令等は、

次のとおりであるが、応募事業者の提案内容により遵守する法令等がほかにある場合は、その

法令も含まれる。 
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（１）消防法（昭和23年法律第186号） 

（２）道路法（昭和27年法律第180号）  

（３）水道法（昭和32年法律第177号）  

（４）下水道法（昭和33年法律第79号）  

（５）警備業法（昭和47年法律第117号） 

（６）建設業法（昭和24年法律第100号） 

（７）駐車場法（昭和32年法律第106号） 

（８）社会教育法（昭和24年法律第207号） 

（９）学校教育法（昭和22年法律第26号） 

（10）学校保健安全法（昭和33年法律第56号） 

（11）電気事業法（昭和39年法律第170号） 

（12）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

（13）労働基準法（昭和22年法律第49号）  

（14）地方自治法（昭和22年法律第67号） 

（15）都市計画法（昭和43年法律第100号） 

（16）道路交通法（昭和35年法律第105号） 

（17）文化財保護法（昭和25年法律第214号） 

（18）高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号  

（19）ガス事業法（昭和29年法律第51号） 

（20）騒音規制法（昭和43年法律第98号） 

（21）悪臭防止法（昭和46年法律第91号） 

（22）振動規制法（昭和51年法律第64号） 

（23）水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号） 

（24）食品衛生法（昭和22年法律第233号） 

（25）大気汚染防止法（昭和43年法律第97号） 

（26）宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号） 

（27）地球温暖化対策の推進に関する法律 

（平成10年法律第117号） 

（28）エネルギーの使用の合理化に関する法律 

（昭和54年法律第49号） 

（29）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和45年法律第137号） 

（30）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（昭和54年法律第20号） 

（31）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

（平成12年法律第104号） 

（32）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（平成18年法律第91号） 

（33）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

（34）建築基準法（昭和25年法律第201号） 

（35）旅館業法（昭和23年法律第138号） 

（36）地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律(平成19年法律第40号) 

（37）その他、本事業に関する関連法令等 

 

５ 本事業の業務範囲 

本事業の業務範囲は、【別紙１（事業体系図）】のとおりとする。 

 

６ 契約期間 

（１）旧上野市庁舎改修整備事業 20 年間 

 ただし、企画・設計、改修及び改修部分にかかる維持管理業務については 10 年間と

し、以後の契約期間は図書館等の複合施設として適切に維持管理を行うものとする。 

（２）忍者体験施設整備事業 20 年間 

  （３）まちづくり拠点整備事業 最低 3 年以上継続すること。 

７ 特別目的会社の組成及び契約期間中の維持 

本事業の実施を目的に市が契約締結する特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）は、契約

期間中、適切な運営が行える体制を明確にし、これを維持し、安定した業務実施を行うものと

する。 

また、ＳＰＣは、市及び金融機関との連絡調整が適切に行えるプロジェクトマネージャーを

構成企業の中から選任することとし、選任については市及び金融機関に相談するものとする。

やむを得ず、プロジェクトマネージャーを変更したときも同様とする。 
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８ 要求水準の変更 

市は、契約期間中に次の事由により要求水準の見直しを行い、その変更を行うことがある。

その場合、市は、事業契約書の定めるところにより要求水準書を変更し、当該変更に伴い必要

となる事業費の変更及び事業契約金額の変更を行う。なお、事業者は本要求水準に関する代替

案を、代替案（ヴァリアントビッド）の企画提案書【別紙（様式 15）】を用いて企画提案時

に提出できるものとする。 

（１）法令等の変更 

（２）災害・事故等 

  （３）市の事由による業務内容の変更 

  （４）その他、業務内容の変更を市が認めた場合 

 

９ 契約期間終了時の水準 

事業者は、対象エリア内の整備施設等について、対象施設の維持管理業務を適切に行うこと

により、契約期間終了時に要求水準を満たす良好な状態を保持していることとする。 
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第２章 プロジェクトマネジメント業務に関する性能水準 

１ プロジェクトマネジメント業務の基本方針 

プロジェクトマネジメント業務は、企画・設計、建設及び改修、維持管理、運営、その他事

業者による自主提案事業等の各業務（以下「各業務」という。）を、円滑かつ効果的に実施で

きるよう、市及び各業務を担当する事業者との連絡や調整を行うとともに、各業務に係る事業

者の士気向上につながるよう適切な連携等を行い、市のパートナーとして安定的かつ継続的な

公共サービスの提供に貢献することを目的とする。 

２ プロジェクトマネジメント業務の内容 

（１）ＳＰＣの業務管理 

事業期間ごとに、複数業務に関する包括的なマネジメントを行い、事業全体を先導する

役割を担う適切なプロジェクトマネージャーを定め、継続的で安定したサービス提供に努

める。 

上記の他、市が実施主体となる業務に対し、適切な支援環境を整備する。また、責任の

所在を明確にした有効的な体制を構築し、緊急時にも対応可能な業務体制を構築する。 

（２）市及び各業務責任者との連絡調整 

市及び事業関係者に対する連絡窓口、各業務を担当する事業者との連絡窓口を担い、円

滑に業務を遂行させる。さらに、各業務を担当する事業者の士気向上につながるよう、適

切な連携等を図り、安定的かつ継続的な業務実施につながるよう努力する。 

提出書類（実施計画書、業務計画書、報告書）について、継続性の観点から内容を確認

する。想定される問題についてはできるだけ早期から発見できる仕組みを構築し、咄嗟の

場合の判断が迅速に行えるようにする。事業全体として継続的に機能するよう、課題に対

する対応策等について各業務責任者と調整を行う。 

プロジェクトマネージャーを中心として、円滑に業務を遂行するために、効率性・迅速

性を重視した市及び各業務担当の事業者との連絡・調整体制等の仕組みを構築する。災害

時などの場合にも、率先して対応できる仕組み・体制を構築する。 

（３）業務全体に関するセルフモニタリングの実施    

安定的かつ継続的な事業実施につながるよう、セルフモニタリングの仕組みを構築

し、運用する。 

各業務のセルフモニタリングを取りまとめ、市と共有できるように整理する。 
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第３章 企画・設計業務に関する性能水準 

１ 企画・設計業務の基本方針 

本事業は、東京の「上野恩賜公園と文化施設群」や京都の「南禅寺界隈の近代庭園群」

などと同様に『日本の２０世紀遺産２０選』に選ばれた、「伊賀上野城下町の文化的景観」

を構成する坂倉準三による近代建築群や伊賀上野城下町の歴史的な街並みの保全、アフター

コロナ時代における観光まちづくりなどの視点も加えつつ、地域に根付く魅力溢れる資源を

単体ではなく面として捉え、磨き上げることにより、人と地域が成長し続けることができる

空間を創出することを目的としている。このことから、企画・設計業務は、エリア内の未利

用不動産をリノベーションとコンバージョンの観点から可能な限り活用し、本旨に沿った有

効活用を行うこと。 

旧上野市庁舎は、市内に立地する図書館の中核施設として機能しつつ、市指定文化財と

しての価値を活かしたにぎわいと交流の促進につながる複合機能施設へと転換することで、

中心市街地におけるゲートウェイとして位置付ける。また、忍者体験施設は、旧上野市庁舎

と同様に市指定文化財である成瀬平馬家長屋門との調和を図るとともに、伊賀鉄道以北のに

ぎわいを城下町（まちなか）まで回遊させるための拠点としての機能を期待する。 

 

２ 企画・設計業務の内容 

（１）事業による効果の検討 

1) 事前調査業務の実施 

設計に先立ち、必要に応じて対象となる事業地に関するインフラ調査、地盤調査、土壌

調査、解体・撤去調査、電波障害事前調査、周辺家屋影響調査等を事業者の責任において

行う。調査終了時に調査報告書を作成し、市に提出する。 

エリアマネジメントの観点から、企画・設計段階において本事業全体の事業がもたらす

波及効果を定量的に試算する。 

（２）エリア全体の施設配置の検討 

1) エリアマネジメントによる未利用不動産の有効活用と価値向上 

エリア内に存在する未利用不動産をリノベーションやコンバージョン等により有効的に

活用し、その価値を持続的に向上させる手法を検討すること。 

2) 設計図書の作成 

事業者は、実施設計を提出することを前提とし、事業を円滑に進めるうえで必要な書類

を市に提出する。なお、旧上野市庁舎改修に関する設計は、対象施設が市指定文化財であ

ることから、市教育委員会との十分な調整を行うこと。また、提出する実施設計の作成に

あたっては、平成 21年国土交通省告示第 15 号別添一の 1 の二イに記載している内容を
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実施することとし、旧上野市庁舎改修整備事業については、『「市指定有形文化財 旧上

野市庁舎保存活用計画（第 1版）」及び「改修に係る保護方針」』（以下、「保存活用計

画等」という。）を遵守すること。 

3) 工事段階で設計者が行う実施設計に関する業務 

工事段階で設計者が行う実施設計に関する業務は、平成 21 年国土交通省告示第 15号別

添一の 1 の三に記載している内容を実施すること。 

なお、市が事前に改修した成瀬平馬家長屋門（市指定文化財）の建物用途は、事務所と

して設定しており、本事業で整備する忍者体験施設は建築基準法上において増築扱いにな

る。 

エリアマネジメントの観点から回遊性の向上が見込まれる企画・設計を行う。 

エリア内の未利用不動産を積極的に活用し、リノベーション＆コンバージョンにより公

共不動産の価値を向上させる企画・設計を行う。 
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第４章 建設及び改修業務に関する性能水準 

１ 建設及び改修業務の基本方針 

建設及び改修業務にあたっては、市が実施した各種調査を踏まえ、中心市街地エリアにおけ

るまちづくりの拠点として魅力的で個性的な施設を整備するとともに、市民や観光客等のニー

ズを踏まえた人が交流する場や快適に憩える空間を備えること。 

また、改修する旧上野市庁舎は、文化財指定の意図を考慮するとともに、将来的な国等の文

化財指定への可能性も視野に入れつつ、保存活用計画等を遵守し、意匠性を損なわないように

十分に配慮しながら、本市のシンボルとして地域の人々に親しまれ、誇れる施設となることを

目指すものとする。 

 

整備する施設等は、ＣＡＳＢＥＥの考え方に基づき、本事業に相応しい一定以上の評価を求

めるものとし、自然が有する防災効果や環境を維持する力の積極的な利活用や、グリーンイン

フラストラクチャーの視点を期待する。さらに、「どこでも、だれでも、自由に、使いやす

く」というユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、建物の長寿命化に有効なスケルトン・

インフィル方式など、ＰＦＩ契約期間中のみならず将来のＬＣＣとＬＣＣＯ２の低減やメンテ

ナンスビリティの向上に工夫するものとする。また、色彩や材質等については、施設の特性や

周辺の景観に配慮した施工がされているものとし、運営においても、関係施設との連携や対象

エリア内を人が回遊できることを視野に入れた工夫や運営を行うこととする。 

また、整備する施設は、未来の環境面、経済面、教育面、コミュニティ面、観光面、定住促

進面等、新たなまちづくりの視点において、ＳＰＣ自らがどのような効果を発揮するのかを検

証し、また事業実施後も検証された効果の発揮を維持することを検証していくものとする。 

加えて、地域事情に精通した市内事業者と市外事業者が適切な役割分担を行い、効率良く業

務を遂行し、且つ地域経済の好循環が生まれることを期待する。 

２ 建設及び改修業務の内容 

（１）建設及び改修工事業務 

ＣＡＳＢＥＥの考え方に基づき、本事業に相応しい施設を整備すること。本整備には自

然が有する防災効果や環境を維持する力を積極的に利活用した施設整備や土地利用を推進

するグリーンインフラストラクチャーの視点により整備すること。近隣住宅への騒音等に

配慮した施設整備とすること。 

ＳＰＣが整備する施設及び配置する機能は以下のとおりとする。 

事業 整備機能 

（１）旧上野市庁舎改修整備事業 ・図書館機能 

・観光案内・交流機能 
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・観光地域づくり拠点機能 

・駐車場機能 

・広場等機能 

・民間商業施設等機能 

（２）忍者体験施設整備事業 ・忍者体験機能 

・民間商業施設等機能 

（３）まちづくり拠点整備事業 ・民間商業施設等機能 

・公共サービス的機能 

 

（２）工事管理業務 

  1) 管理技術者及び主任担当技術者の通知  

ＳＰＣは、適正な整備業務のための品質の管理を行うものとし、整備前、整備中、

整備後のリスクを洗い出し、その対処方法を明らかにするものとし、代理人、管理技

術者、各主任担当技術者及び担当技術者を定め、市に通知すること。 

工事の進捗状況を随時把握するため、効率性の高い業務報告体制を構築すること。 

（３）既存施設の解体・撤去工事業務 

事前調査業務における解体撤去調査にて対象となる施設がある場合は、ＳＰＣから

市に報告すること。 

（４）各種申請 

旧上野市庁舎の改修における保存活用計画等で示す基準に基づく現状変更等許可申請

など、法令等に基づく届出や申請等を適切に行うこと。 

（５）所有権移転手続 

整備施設を市に引き渡す際に、市が所有者となる表示登記及び所有権保存登記に必要

な事務を行うものとし、整備施設の引渡し時期は、事業者の提案する事業方式に併せ

て、ＢＴＯ方式の場合は施設竣工後、ＢＯＴ方式の場合は契約期間終了後とすること。 
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第５章 維持管理業務に関する性能水準 

１ 維持管理業務の基本方針 

ＳＰＣは、対象施設の円滑な運営の確保や利便性及び安全性の維持を目的に、契約終了時ま

での期間、整備した施設及び既存の対象施設の全てについて、法令で定められたものはもとよ

り、定期的かつ自主的に点検業務等を行い、施設の性能及び機能を適切に維持するものとす

る。 

また、施設のトータルＬＣＣの観点から、適切で計画的な予防保全を行うことで、低廉かつ

効率的な維持コストを目指すものとし、加えて地域事情に精通した市内事業者と市外事業者が

適切な役割分担を行い、効率良く業務を遂行することによる域内経済循環の促進を期待する。 

なお、契約終了後は、整備した施設及び既存の対象施設を運営に支障がない形で、その管理

主体に引き継ぐものとする。 

（１）整備した施設は、整備後から契約終了時までの間にわたって維持管理を行う。 

（２）既存の施設は、契約に定める日から契約終了時までの間にわたって維持管理を行う。 

（３）改修した施設は、改修部分に関する維持管理を 10年、図書館、観光案内・交流及び

観光地域づくり拠点機能としての維持管理を運営期間終了までの間にわたって行う。 

 

２ 維持管理業務の内容 

ＳＰＣは、契約期間中において下記に示す主な業務を適切に遂行するものとし、関係書類等

を適切に作成し、定められた期日に提出するものとする。 

また、必要に応じて市から提出又は報告の依頼がある場合は、速やかかつ適切に作成し、提

出するものとする。 

（１）整備施設及び設備の維持管理業務（保守、更新、修繕） 

企画設計及び建築の段階からライフサイクルコストの縮減に努めることとし、エネル

ギー提供方法に創意工夫を行い、長期間にわたる施設全体のライフサイクルコストに配

慮した維持管理計画を立案すること。 

適切なエネルギーマネジメントを実施し、光熱水費の管理や災害時の対応の備蓄を含

めたエネルギー関連業務を効率良く行うこと。また、上記計画について、適宜見直しを

行うこと。 

  1) 修繕工事に関する考え方 

小規模修繕は本事業の対象とするが、旧上野市庁舎改修整備事業にかかる大規模修繕

に要する費用は別途、適切な時期に市と協議して決定するものとし、忍者体験施設整備

事業にかかる大規模修繕は見込まないものとする。 
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維持管理は予防保全を基本とし、外観上清潔で、かつ、景観上美しい状態を保つこ

と。各設備については、各施設、部屋の用途、気候の変化、利用者の快適性、省エネル

ギー性等を考慮に入れて、適正な方法によって効率よく運転させ、その監視をするこ

と。 

施設点検は、常に正常な機能を維持できるよう、法定点検及び定期点検を含め設備系

統ごとに定期的に点検を実施すること。また、劣化等について調査、診断及び判定を行

い、設備等の破損、腐食、変形、漏水等、また、金属部の錆、結露、カビの発生を防止

するとともに、昇降機、扉等建具が常時円滑に作動することなど利用者の妨げとならな

いよう配慮した点検方法を計画し、実施すること。  

また、異常が生じた際は速やかに対応できるよう各責任者、点検業者等との連絡体制

を構築し、適切な方法（保守、修正、交換、分解整備、調整等）により迅速に対応する

こと。 

諸室の用途及び気候の変化等を勘案し、利用者の快適性を考慮に入れて、適正な操作

によって各設備を効率よく運転、監視すること。各設備の運転中、操作又は使用中及び

点検作業中に障害となりうるものの有無を確認し、発見した場合は除去もしくは適切な

対応をとることとし、運転時期の調整が必要な設備に関しては、市と協議して運転期

間・時間等を決定すること。 

    2) 成瀬平馬家長屋門の維持管理 

     忍者体験施設の維持管理にあたっては、敷地内にある成瀬平馬家長屋門（市指定文化

財）の維持管理についても一体的に行うものとする。なお、長屋門の修繕については、

事業者の責に帰すものと判断される場合を除き市がリスクを負担する。 

（２）外構施設維持管理業務 

施設の性能及び機能を維持し、安全上、美観上、適切な状態に保つこととし、部材の

劣化、破損、腐食及び変形等について調査、診断及び判定を行い、迅速に補修等を実施

することで、所要の性能、美観及び機能を維持すること。 

利用者等の妨げとならないよう配慮した作業方法を計画し、実施すること。 

    1) 主な対象施設 

屋外スペース、駐輪場、駐車場、植栽、サイン看板、誘導標識、野立看板その他維

持管理業務を実施する上で必要な外構施設 

（３）備品維持管理業務 

施設運営に支障をきたさないよう施設運営上必要な備品を適宜点検、保守、更新、修

繕等を実施して管理を行うこと。 

施設利用者の安全上支障がないよう備品を管理すること。 なお、不具合が生じた備

品については、随時、補修等を行い、修繕不能な程度まで性能及び機能の低下した備品

については随時更新を行うことで、常に良好な状態を維持すること。 
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施設の備品については備品台帳を作成し、管理を確実に行うこと。備品台帳に記載す

る事項は、品名、規格、金額（単価）、数量、配置（保管）場所を含むこと。また、消

耗品については、在庫等を適切に管理し、過不足がないようにすること。 

（４）清掃・環境管理業務 

環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止及び省資源・省エネルギーに努めること。 

清掃・環境管理業務の対象範囲は、整備施設及び維持管理対象既存施設とし、建築物

における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20 号）に基づいて、整備

施設の環境衛生管理を行うこと。 

施設及び敷地について、目に見える埃、シミ、汚れがない状態を維持し、見た目に心

地よく、衛生的な施設であるよう努め、本件施設における公共サービスが円滑に提供さ

れ、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう清掃業務を実施すること。なお、個

別箇所毎に定期清掃及び特別清掃を組み合わせて実施すること。 

業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓できるよう機能とオペレーションを整

え、 業務終了後は、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を必ず行うこと。 

清掃作業担当者は、職務にふさわしい制服等を着用することとし、人体に有害な薬品

等は厳重に管理できるよう仕組みを整えること。 

（５）警備・安全管理業務 

物理的劣化等による危険・障害等の発生を未然に防止すること。 

クレーム、要望、情報提供等に対し、迅速な判断により対処できるよう体制を整える

こと。また、クレーム等発生時には現場調査、初期対応等の措置を行い、結果を速やか

に市に報告すること。 

建築物において重大な破損、災害、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場

合の被害拡大防止に備えること。 

本事業敷地全体については、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号）等の法令を遵守す

ることとし、施設の用途、規模等を勘案して適切な警備計画を立案し、犯罪及び事故等

の未然防止に努めること。 
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第６章 運営業務に関する性能水準 

１ 運営業務の基本方針 

本事業における運営業務は、本市が目指す中心市街地のにぎわい創出とアフターコロナ時代

の観光まちづくりに向けた重要な事項と捉えている。本業務は、将来における地域の環境変化

がもたらす多様なニーズに迅速かつ効率的に応えるとともに、市内で活動する他の企業や団体

等との有機的な連携により、高度な公共サービスを継続的かつ発展的に提供し、地域経済の好

循環を生み出すとともに、持続可能な社会の形成に向け人や地域の成長を育むことを目的とす

る。長期的な観点から、効率的な維持管理につながる方法を検討すること。 

 

２ 運営業務の内容 

 （１）図書館機能の運営 

    伊賀市新図書館基本計画に定める基本理念及び基本方針に定める「学び、創造、憩いの

広場」として、市民をはじめ観光客など多くの人々に支持される交流型図書館としての機

能を備えた新図書館を運営する。なお、市は新図書館の運営にあたり図書館長及び司書の

それぞれ 1 名を配置するものとする。 

 （２）観光案内・交流機能の運営 

本市における観光・交流のゲートウェイとして、本市を訪れる国内外からの観光客の多

様なニーズに応え、各種観光案内や情報提供に加え物販その他のサービスの提供を一体的

に行う機能を備えることにより、来訪者満足度の向上につなげる。 

 （３）忍者体験施設の運営 

    地域に残る伊賀流忍者に関連した歴史文化資源を活かすとともに、伊賀流忍者博物館と

の相乗効果により、本市が世界中から選ばれる観光地となるためのランドマークとしての

機能を備えた施設を運営する。 

 （４）施設運営及び中心市街地活性化に関する運営 

契約期間を通じて、市の未来を担う人材育成につながる仕組みを構築すること。また、

各施設の利用者の多様なニーズに対し、きめ細やかに応える魅力的な運営を積極的に行

い、幅広い世代の人々が集う賑わいのある空間を形成すること。 

エリアマネジメントの観点から、自ら運営を行う民間サービスや同エリア内において市

や域内事業者が実施する事業など、周辺環境を活かした連携を図ることにより、観光客や

多世代の利用者が楽しめ、心地よく滞在時間を長くできるような取組を行うこと。 
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第７章 自主提案業務に関する性能水準 

１ 自主提案業務の基本方針 

ＳＰＣが自ら実施する自主提案業務は、民間活力の積極的な活用により本事業の目的達成及

び効果を向上させることを目的とし、公共サービス及び民間サービスの両方を想定している。 

なお、公共サービスの独立採算事業は、応募事業者が提案する企画等を基に公共性の高い運

営内容として市が認めた場合に限り、市との連携事業とすることも可能とする。 

 

２ 自主提案業務の要件 

本事業は、ＳＰＣが自ら実施する自主提案事業において、ＳＰＣ自ら当該事業で想定される

リスクを負担することを前提として実施するものとする。また、本事業で整備する公共施設と

合築等を行う場合は、施設の所有、維持管理等の区分と権限を明確に分けるものとする。さら

に、市の土地及び公共施設を使用する場合は、市と協議の上、借地権の設定及び賃料を決定す

るものとする。なお、提案内容に関しては、提案書提出時までに、市との競争的対話を経て、

より実現性の高い内容を提案することとし、次の点に注意すること。 

    1）提案する事業は、原則、独立採算にて行うものとする。ただし、著しく公共性を有

し、かつ、市民等からの利用料徴収に相応しくないと認められる事業については、必

要な経費の一部をサービス対価に含めることも可能とする。  

    2）事業者が自ら独立採算にて行う業務に係る利用料は、事業者が徴収し自らの収入と

することができる。 

    3）公共的サービスを提供する場合は、周辺の類似施設やサービスと比較し、それらと

著しく乖離した料金設定とならないように配慮すること。 

    4）自主提案業務を変更または終了する場合は、市と協議の上、本事業整備施設への影

響がないように再整備あるいは復旧すること。 

 

３ 自主提案業務に期待する効果 

ＳＰＣが自ら実施する自主提案業務は、次の視点による効果を期待する。 

（１）本事業で実施する公共サービス及び既存の公共サービスの質的向上 

（２）観光振興によるまちづくり 

（３）地域経済循環の活性化及び地域企業の活性化 

（４）地域の社会起業家の発掘及び育成 

（５）地域ブランディングによる価値の向上 
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 第８章 業務要求水準一覧 

＜旧上野市庁舎改修整備事業＞ 

業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

企画・設計 

 

現況確認・事前

調査 

・適切な改修等を施

すため、躯体、設

備等の現況を明ら

かにすること。 

◎事業者は、事業契約締結後、必要に

応じて速やかにアスベスト調査、外

壁調査、その他必要な事前調査を行

うこと。 

  ・設計説明会の開催

支援 

◎市は、議会や市民等に向けて設計内

容に関する説明を行う場合がある。 

◎事業者は、市の要請に応じて必要な

資料の作成、必要に応じて説明に関

して協力すること。 

 意匠計画  ◎建物の断熱性能の向上や、省エネル

ギー機器の採用等により、環境負荷

の少ない建築物を 目指すこと。 

   ◎再生資源を活用した建材や再生利

用・再使用可能な建材の採用、解体

が容易な材料の採用等、資源循環の

促進を図り、廃棄物の減量に寄与す

ること。 

  ・文化財建物の意匠

性の保存。 

◎文化財指定の意図を考慮し、既存建

物の意匠性を損なわないように十分

配慮しながら、本市のシンボルとし

て地域の人々に親しまれ、誇れる施

設となるよう景観の意匠保全に配慮

すること。 

  ・内装改修にあたっ

ては、機能性及び

デザイン性に配慮

した計画とするこ

と。 

◎内装仕上げ、細部については、各所

において適切な機能性（耐久性、耐

衝撃性、吸音性能等）を有し、かつ

経済性、供用開始後の維持管理コス

トの低減に十分配慮すること。 

  ・文化財建造物とし

ての価値を守る。 

①1 階玄関ホール及

び南側空間 

◎旧上野市庁舎の文化財的価値の高い

部分については、意匠及び空間を保

存すること。 

※図書館協議会資料用に、記載内容から図書

館関係事項を抜粋しています。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

企画・設計 意匠計画 

 

②3 階南東側市長

室・副市長室 

③3 階中央部の議場 

 

  ・文化財建造物とし

ての価値を守る。 

④壁、天井面の特徴

的な仕様 

（３階東側の天井

勾配、ビシャン

たたきなど）の

保存 

◎ビシャンたたきを使用した壁面や 3

階東側の天井勾配などは、旧上野市庁

舎の文化財的価値の高い意匠・部位で

あることから保存すること。 

  ・文化財建造物とし

ての価値を守る 

⑤ミュージックサ

イレンの保存 

◎屋上のミュージックサイレン及び３

階の関連機器については、不要な移

動を避け、可能な限り現状を維持さ

せること。 

  ・ＥＶ及び諸室は、

建物の文化財的価

値を損なわない配

置とする。 

◎利用者の利便性を考慮し、ユニバー

サルデザインの観点を配慮しつつ、

スムーズかつ安全性に配慮した 動

線を確保すること。 

◎各動線に考慮し、適切な位置にエレ

ベーターを配置すること 

   ◎図書館関係者、観光客、施設の一般

利用者、施設管理者等の動線の区分

に配慮するとともに、維持管理・運

営が容易な施設とすること。 

  ・文化財建造物とし

ての価値を守る。 

◎文化財指定の意図を考慮し、既存建

物の意匠性を損なわないように十分

配慮しながら、本市のシンボルとし

て地域の人々に親しまれ、誇れる施

設となるよう平面・動線計画とする

こと。 

 

 

 

 

構造計画 

 

 

 

・耐震補強後の耐震

安全性Ⅱ類（重要

度係数 1.25 倍）を

◎大地震後、構造体の大きな補修をす

ることなく建築物を使用でき、人命

の安全確保とともに、文化財の価値
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

企画・設計 

 

構造計画 確保（特に、2 階

部の Is 値） 

を極力確保できるよう構造的な改修

を行うこと。 

構 造 体：Ⅱ類 

非構造部材：B 類 

建築設備：乙類 

  ・蔵書数、書棚仕様 ◎開架スペース、閉架スペース、事務

室（作業室）は、十分な耐荷重を確

保すること。 

  ・書庫仕様 ◎資料にとって適切な環境とし、保存

面においては極力劣化を防ぐことの

できるよう温湿度、防虫面において

対策をとること。 

 設備計画  ◎更新性、メンテナンス性に配慮し、

維持管理しやすい設備計画とするこ

と。 

◎事務室内において、本施設の設備機

器の一括管理が可能な計画とするこ

と。 

◎必要な機能の確保を前提としなが

ら、ランニングコストの低減を図

り、合理的、効率的な計画となるよ

う配慮すること。 

  ・文化財建造物とし

ての価値を守る。 

◎建物の文化財的価値を損なわないよ

う留意し、支障なく運営できるよ

う、機器配置、配線引込、設備系統

等を計画すること。 

 ◎諸室の適切な静粛性を保つため、機

械運転音、送風音等の騒音や振動の

低減を図ること。 

 

 

 

 

 

機能配置計画 ・敷地内への建物新

築などは別途協議

とする。 

 

 

◎敷地内に建物を新築する提案は可能

とするが、眺望や既存建物との調和

などに十分留意することとし、詳細

は別途協議とすること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

企画・設計 機能配置計画 ・交流型図書館とし

ての機能を発揮す

ること。 

◎伊賀市新図書館基本計画に定める基

本理念及び基本方針を基本的な考え

方とすること。 

◎館内はオープンな見通しの良いレイ

アウトとし、十分な閲覧・開架・閉

架面積を確保した、来館者に、「く

つろぎ」・「ゆとりある空間」・

「ぬくもり」を与える効果があり、

かつ運営者が運営し易い空間を創出

すること。 

  ・新しい図書館とし

ての機能を発揮す

ること。 

◎子ども用トイレや授乳室、おむつ替

えスペースを設置し、子どもはもち

ろんのこと、保護者も過ごし易い空

間を創出すること。 

   ◎事務機能については、貸出、返却カ

ウンターとの連携が取りやすく、館

内の様子が把握しやすい配置とし、

整理作業についても、利用者が気持

ち良く図書を手に取って借りられる

ように、本の修理、汚れ落としや殺

菌消毒が出来るスペースと設備を整

えること。 

  ・図書館機能、観光

案内・交流機能、

観光地域づくり拠

点機能に加え、独

自提案による機能

を組み合わせた複

合的な機能を有す

ること。 

◎利用者の動線や利便性に配慮し、各

機能の配置場所や面積を検討するこ

と。 

建設及び改

修 

改修工事  ◎造り付け家具については、長期的観

点から、効率的な維持管理につなが

る方法を検討すること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

建設及び改

修 

外構工事 ・外周部の植栽（高

木）は、建物内外

からの見通し確保

の留意する。 

・文化財建造物であ

る旧上野市庁舎の

建物内外側からの

景観を保全する。 

◎第５章４，５にて記載している。特

に５が該当箇所となる。 

◎建物内外の視界を阻害するような構

造物等の建設は避けること。 

維持管理業

務 

 ・机・椅子などの坂

倉準三のデザイン

による備品は、坂

倉氏の一連の芸術

作品であり、価値

が高いと考えてい

る。 

◎机・椅子などの家具のうち、リペア

ーして使用するかどうかは提案によ

る。使用しないと判断したものにつ

いては、市と協議する。 

運営機能 

①図書館機

能 

デザイン・レイ

アウト 

・主要諸室のスペー

スや機能は、伊賀

市新図書館基本計

画を参考図書 とす

る。 

◎主要諸室のスペースや機能は、伊賀

市新図書館基本計画を基準とする。 

◎多様な目的に沿った配置とするこ

と。 

◎図書館の利用を目的とした来館者だ

けでなく、誰もが立ち寄りやすい雰

囲気であること。 

◎訪れた人が快適に過ごすことのでき

る空間を形成すること。 

  ・障がいのある方に

対する配慮 

◎ユニバーサルデザインであり、どの

世代の人にも使いやすいデザインと

レイアウトであること。 

◎インクルーシブデザインの考え方を

基に、施設利用者の全ての人が心地

よく利用できる体制や仕組みを構築

すること。 

   ◎市民の意見を可能な限り採用するこ

と。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

デザイン・レイ

アウト 

 ◎検索、電子図書の閲覧も考慮した、

館内どこでもインターネットが利用

できる環境を整えること 。また利

用者用の端末も用意し、かつ持ち込

みパソコンの利用も可能とするこ

と。さらに、今後の技術革新に対応

できることも視野に入れた提案とす

ること。 

 イベントの企

画・開催 

・多様なニーズに対

応し、にぎわいづ

くりにつなげるよ

う、自主的な企画

を立上げ、市民満

足度を向上させる

仕組みを構築す

る。 

◎有料による事業の実施を可能とす

る。市民の図書館利用増加を図る事

業や、本や郷土に興味を持つことが

できる事業の企画・運用を行うこ

と。 

 苦情処理 ・苦情は利用者の声

を真摯に受け止め

て対応する。 

◎苦情は、データベース等の活用によ

り関係者等が共有し、公平な対応に

繋がる工夫を行うこと。 

◎利用者に不快な思いをさせないよう

にし、目安箱の設置等による意見徴

収の仕組みを整え、原則全ての意

見・苦情等は市と共有し、必要に応

じて市担当部局と協議した上で対応

出来る体制を構築すること。 

   ◎日常の業務遂行上において発生した

苦情の内容は、市と迅速に内容の共

有が可能な体制を構築すること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運営機能 

①図書館機

能 

システム管理業

務 

・来館者数の集計結

果を業務分析に活

用できるよう管理

し、市に報告する

こと。 

◎来館者の増加を図る事業の立案のた

めに来館者数の推移を把握・分析を

し、各種統計情報の蓄積及び図書館

年報作成等で市が求めた際には、統

計情報を提供出来る体制を構築する

こと。また、図書館特有の書籍の貸

出冊数のみの指標ではなく、本事業

に適した指標を提案すること。 

  ・既存の図書館シス

テムのデータをス

ムーズに移行し、

運用すること。 

◎図書館システムがスムーズに運用で

きる体制を構築すること。 

  ・図書館システムの

調達と運用を行い

利用者の利便性満

足度が向上する仕

組みを構築する。 

◎幅広い利用者のニーズに対応した図

書館利用登録の方法や情報技術を活

用した図書館利用カード（電子化を

含む）の仕組みを構築すること。 

 

  ・図書館システムの

調達と運用を行い

利用者の利便性満

足度が向上する仕

組みを構築する。 

◎図書館利用カードは、単なる図書館

利用のみを想定するのではなく、まち

づくりの観点から拡張性のある仕組み

を実現 すること。 

 市内外の他館と

の連携 

 ◎視察や来客者に対して、丁寧かつ十

分な対応を行える体制を構築するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県立図書館を中心

とした県内、県外

図書館および大学

図書館と連携した

サービス提供が出

来る仕組みを構築

する。 

◎県内図書館、県外図書館、大学図書

館等の相互貸借やレファレンス連携

を実施するとともに、自館からの情

報提供、発信に努めること。 

◎録音図書の活用など、上野点字図書

館との連携による仕組みを構築す

る。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

市内外の他館と

の連携 

・国立国会図書館が

実施する図書館サ

ービスの利用に努

めること。 

◎国立国会図書館の図書館向けデジタ

ル化資料送信サービス等に参加する

こと。 

 運営管理業務 ・地元の人材雇用に

ついて配慮 するこ

と。 

◎地元雇用に配慮し、図書館移転整備

及び運営が円滑に実施できるよう努

めること。 

   ◎盗難防止のために、ＢＤＳも含めた

対策を検討し、導入すること。ただ

し、ＢＤＳに代わる機能を提案する

ことで、より効果的と判断できる場

合は、代替案の提案を可能とする。 

 開館準備 ・現在保有する資料

などの整理や移

動、新たな図書館

システム調達及び

既存情報データの

移行などの業務を

事前準備として行

うこと。（対人接

触が少なく効率的

なシステムが望ま

しいと考える。） 

◎現在保有する資料等及びデータの移

行をスムーズに行うこと。 

  ・貴重資料等の移動

は厳重に取り扱

う。（破損、汚損

には注意が必要） 

◎貴重資料等の移動は指定文化財を含

むため、破損、汚損、紛失の無いよ

う、文化財課と調整のうえ慎重かつ

厳重に取り扱うこと。 

  ・分館との一体的な

運営ができる仕組

み作りを行うこ

と。  

・分館については、

方向性が決定した

時点で対象範囲と

する可能性があ

る。 

◎本事業の図書館運営は、旧上野市庁

舎を拠点としているが、市内に点在

する分館について、決定した方向性

を受けて一体的に取り組むこと。 

◎配送サービスなど具体的運営は民間

の創意工夫を最大限に発揮して行う

こと。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

開館準備 ・市民が新図書館づ

くりのプロセスを

共有する仕組みが

必要。 

◎市民が新図書館づくりのプロセスを

共有できるよう（ワークショップの

開催等）配慮すること。 

 一般運営業務

（貸出返却、案

内） 

・人気のある図書を

効率的かつ公平に

貸出する仕組みを

構築する。 

◎利用者の希望に沿った公平かつスム

ーズな貸出しを行うこと。 

  ・専門的知識の向上

に務め、迅速で的

確、丁寧な対応が

できるような仕組

みや資料構成を行

うこと。 

◎レファレンスや、レフェラル、カレ

ントアウェアネスサービス等が行え

るようなスペース、資料、人員の確

保、機能・管理等を行うこと。 

  ・図書館利用者の多

様なニーズに対応

できる受付案内業

務の仕組みを構築

する。 

・来館困難者に対す

るサービス提供の

仕組みを構築す

る。 

◎館内地図や案内などの掲示物、配布

資料等利用者支援の整備を行

い、 初めての来館者にもわかりや

すく、親切、丁寧な案内が出来る体

制を構築すること。 

  ・館内 OPAC（利用

者用蔵書検索用端

末）等支援。 

◎必要な備品器具消耗品などを地元事

業者に配慮しつつ調達運用するとと

もに、物品等の貸し出しは時代の変

化に応じて仕組み（システム）を更

新すること。 

◎館内 OPAC、WEB-OPAC での検

索・予約・リクエスト等について

も、正確かつ迅速に処理出来る仕組

みを構築すること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

一般運営業務

（貸出返却、案

内） 

・在架予約等貸出処

理等、開館後の業

務がスムーズに行

えるような体制を

構築すること。 

◎利用者の利便性を上げ、カウンター

前の行列などの溜りが出来ない仕組

みを構築するために、予約本室や自

動貸出返却機を設置する等の工夫を

行うこと。 

◎一般用に加えて児童や車いすに対応

可能なカウンターの設置、掲示スペ

ースを確保すること。 

  ・市内各地でのスム

ーズな返却処理の

しくみを整えるこ

と。 

◎休館日及び閉館時間に利用者が本等

の返却が市内各地で出来るようブッ

クポスト等の設置などの工夫を行う

こと。 

  ・施設の維持管理と

整合性をとって正

確に業務を行うこ

と。 

・開館日は現状以上

とすること。 

・開館日数や、開館

時間は、利便性向

上のため将来変更

になる可能性があ

るが、柔軟に対応

できる体制づくり

を構築すること。 

◎休館は最多で月 1 回の図書整理日及

び年末年始 12/31、1/1 とする。開

館時間は午前 9 時から午後９時を基

本とするが、応募者自らが最適と考

える提案により現状のサービスを超

えるものであれば、自由な提案を求

める。 

◎変更の必要が生じた場合は、柔軟な

対応ができる体制を構築すること。 

  ・図書館利用者の多

様なニーズに対応

できる受付案内業

務の仕組みを構築

する。 

・地域資料について

は、特に幅広く、

詳しい案内が出来

るような人員配置

を行う。 

◎各業務が適切に実施されるよう人数

配置をし、図書館業務に従事する職

員のうち、司書職有資格者（採用後

２年以内に司書資格を取得予定者も

可とする）を６割以上配置 するこ

と。有資格者の配置については、応

募者自ら ICT の活用などを含めた

全体計画から最適とする数を提案す

ること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運営機能 

①図書館機

能 

補助運営業務

（空間的サービ

ス提供、利用者

向け駐車場運営

等 

 ◎利用者がゆったりとした時間を過ご

すことができる空間を形成するとと

もに、上質な時間を過ごすことがで

きるサービスを提供すること。 

◎蔵書や施設の汚損等に配慮した形で

飲食が可能な、くつろげるスペース

（供用スペースに設置することも

可）を創出すること。 

 

  ・施設利用者に対す

る駐車場を確保す

ること。 

・ゲート・発券機・

精算機などを、安

全かつ効率的な運

営となる位置に設

置すること 

・図書館利用者など

を割引するための

認証機を設置する

こと 

◎施設利用者が使用できる駐車場を

100 台程度分整備し、安全かつ効率

的に運営すること。なお、駐車場利

用料金及び図書館利用者に対する減

免サービス等に関し定めのない事項

については、市との協議により別途

定めるものとする。 

 資料管理業務 ・寄贈資料は、図書

館配属の市職員と

綿密な調整を行

い、受け入れが出

来る仕組みを構築

すること。 

◎寄贈資料は、市と調整し適正に受け

入れること。 

  ・地域資料などは、

市の関係部局と綿

密な調整を行い、

収集管理が出来る

仕組みを構築する

こと。 

◎地域資料を扱う市担当部署との協

議・連携をしながら、地域資料コー

ナーを設置し、地域資料の基本的な

説明が出来るよう努めること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

資料管理業務 ・市の除籍基準を参

考とし、除籍資料

のリサイクル・リ

ユースの仕組みを

構築すること。 

◎市の除籍基準に基づく除籍決定につ

いては、市と共有すること。 

◎資料の除籍については、リサイクル

本市のような取り組みによる除籍本

等の有効活用をする企画を定期的に

開催すること。 

  ・常に利用者のニー

ズを把握した図書

の選定・収集・除

籍を行える仕組み

を構築すること。 

◎利用者のニーズを的確に把握する努

力を行い、現状より豊富な資料の充

実を実現させること。また、寄贈資

料の受け入れは、市担当部局と協議

し許認可を得ること。 

  ・利用頻度だけでな

く、資料の持つ有

効性を加味した選

書とすること。 

◎図書の選定基準に基づき選書を行う

こと。 

  ・地域資料は積極的

に収集し、活用に

加え、保存面も重

視すること。 

◎伊賀を知り、伊賀を学べるように、

貴重資料以外の地域資料（図書）を

積極的に収集し、原則として開架可

能な仕組みを構築すること。 

  ・大活字本や LL ブ

ック、布絵本等誰

もが利用しやすい

資料を積極的に収

集すること。 

◎様々な要望に対応できる資料の収集

を心掛けること。 

  ・地域性を考慮した

外国語資料は積極 

的に収集するこ

と。 

 

  ・資料の選定会を実

施すること 

◎資料の選定会（市司書出席）を実施

し、選定資料の水準が現状以上とな

るよう努めること。 

◎資料の受入については市と共有する

こと。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

資料管理業務 ・日本十進分類法を

ベースとした配架

とすること。特設

コーナー設置等市

民ニーズに添った

魅力ある図書資料

を常に提供するた

めの仕組みを構築

すること。 

・時事や地域性（伊

賀市の独自性、市

民ニーズ）に沿っ

た配架を行う。 

◎原則、日本十進分類法による書架配

置とするが、利用者が利用しやすい

ディスプレイを行うなどの工夫を行

い、ヤングアダルトコーナーにおい

ては中高生の利用促進させる工夫を

図った配置にすること。 

  ・ＩＣタグ導入によ

る効率的管理を行

う。 

◎配架は、利用者の安全を確保し、管

理する上において視認性・利便性の

高い、誰もが利用しやすい配置とす

ること。また、本の日焼けを避け、

なおかつある程度の明るさを確保す

ること。 

◎新聞・雑誌の書き込みや切抜きを防

げるよう工夫し、利用者の見やすさ

や取りやすさに配慮すること。 

  ・資料の適切な管理を

行うこと。 

◎資料の状態について把握できるよう

に心がける。特に、返却時には資料

の状態を確認し、修理や弁償等、適

切な処理を行う。 

  ・資料の管理は、年

間計画を明確にし

て計画的に行う。 

◎資料の定期整理、特別整理は年間計

画を明確にして計画的に行うこと。 

  ・利用者が快適に利

用できる仕組みを

構築する。 

◎データベースの閲覧を可能にする等

環境を整え、プリントアウトや複写

サービスを提供する等の運営をする

こと。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

資料管理業務  ◎蔵書点検は、そのための休館日を極

力少なくするための図書システム及

びＩＣタグの導入（費用対効果を検

証のうえ、それ以上の効果が見込め

る場合は代替案も可）により効率的

な蔵書整理・点検及び防犯を図るこ

ととし、傷んだ本を提供しないよう

補修処理を十分に実施すること。 

  ・有効なスペース利用

を行うこと。 

◎現状以上の閲覧席を確保すること。

各閲覧コーナーにも十分な閲覧スペ

ースの確保と図書の見易さに配慮し

たレイアウトとすること。 

  ・蔵書冊数は 40 万冊

以上を目標とする。 

◎目標達成に向け、計画的に蔵書の蓄

積を図ること。なお、全体の蔵

書 のうち、100,000 冊程度は電子書

籍とすること。 

  ・児童の健やかな育成

に寄与できるよう

に配慮すること。 

◎児童コーナーでは他の利用者に配慮

し、かつ子どもと保護者がゆったり

とくつろぎながら本に親しめるよう

独立したスペースを確保し、子ども

向けのおはなし会や紙芝居等の児童

向けイベントについても十分に実施

出来るスペースを確保することと

し、書架の高さ等においては、未就

学児や児童に配慮すること。 

  ・弁償督促などは、

毅然と対応できる

ルール作りが必

要。（迅速かつ定

期的な督促処理） 

◎弁償督促について適切に行うこと。 

 

 ◎閉架を設ける場合は、収納できる閉

架書庫を備え、検索しやすく、スタ

ッフの負担軽減出来るような配置に

すること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

資料管理業務 ・貴重資料に関する

受付業務を適切に

行う。 

◎市職員が管理する貴重資料関係の申

請受付、取次ぎ等を適正に行うこ

と。 

 市及び関係団

体・組織との連

携 

・運営を円滑に行う

ため、市との定期

的な会議による情

報共有等に努める

こと。 

・契約期間中、社会

情勢やその他の理

由により運営方法

をはじめ、すべて

の業務において、

当初の運営方法等

の変更が必要とな

った場合は、市と

協議の上柔軟な対

応が可能となるよ

う努めること。 

◎定期的な会議開催等、市との情報共

有に努めること。 

◎契約期間中の運営方法等の変更につ

いて、柔軟な対応に努めること。 

  ・地域、教育機関と

の連携、協力体制

を整える。 

◎地域、教育機関と協力し合う体制を

構築すること。また、三重大学国際

忍者研究センター等の学術研究機関

との連携・協力体制を構築するこ

と。 

 市及び関係団

体・組織との連

携 

・貸館を積極的に受

入れて、利用希望

者のニーズに対応

できる仕組みを構

築する。 

◎貸館業務は、ニーズに対応できるよ

う努めること。 

  ・図書館開放日、出

張図書館等。学校

行事や、文化団体

に対する協力体制

を整える。 

◎学校や地域に対して、連携・支援・

協力できる体制を構築すること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運 営 機 能 

①図書館機

能 

市及び関係団

体・組織との連

携 

・学習支援を効果的

計画的に実施でき

る仕組みを構築す

る。 

◎市が実施する乳幼児・児童・生徒へ

の文化・教育活動について、図書館

機能を最大限活かした支援を行うこ

と。 

  ・図書館情報ネット

ワークを構築す

る。 

◎県立図書館を核とした図書館情報ネ

ットワークを構築すること。 

  ・起業、就業に役立

つ資料や情報の提

供をする。 

◎起業、就業のための資料や情報の提

供など、利用者支援を行うこと。 

  ・図書館配属の市職員

と連携し、図書館機

能を高める仕組み

を構築する。 

・市職員（図書館配

属）は、教育委員

会や市長部局との

調整など、行政で

なければ担えない

業務や計画（要求

水準書）、教育方

針、図書館協議会

の意見等に沿った

運営の進捗管理を

担当する。 

◎図書館配属の市職員との連携により

図書館機能を高めること。 

◎毎年、次年度の運営における事業計

画等を市に提出し、承認を得るこ

と。詳細は別途協議とする。 

  ・調べ学習事業、学

校への出張ブック

トーク、セット文

庫配送など、児

童・生徒の読書促

進につながる事業

を実施する。 

◎学習支援、読書推進、図書館利用に

つながる事業を実施する。 

  ・近隣自治体へのサ

ービス提供や連携

に努めること。 

◎名張市、定住自立圏自治体等、生活

圏を共有する住民が利用しやすいサ

ービス提供体制を構築する。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運営機能 

①図書館機

能 

市及び関係団

体・組織との連

携 

・利用者へのサービ

ス向上と、図書館

ボランティアの人

材育成、ネットワ

ークづくりに取り

組むこと。 

・本の修理や書架整

理、図書館見学時

等のボランティア

体制づくりに努め

ること。 

・地域の人脈を大切

にした体制づくり

を構築すること。 

◎図書館ボランティア団体との連携及

び支援を行い、活動スペースを確保

し、定期的な連絡調整等の話し合い

を行える体制を構築すること。 

◎ボランティア等人材育成を行うこ

と。 

  ・職場体験や社会見

学時を積極的に受

け入れる仕組みを

構築する。 

◎職場体験等の受け入れについて、協

力体制を整えること。 

  ・学校連携に重点を

置いた体制づくり

を行う。 

◎学校との連携により子どもたちの自

由研究や読書活動の支援に努めるこ

と。 

 市民への周知啓

発 

・図書館のウェブサイ

トを立上げ、市のウ

ェブサイトや広報

誌などとリンクさ

せる仕組みづくり

を構築する。 

・ニーズに応じ、

個々へ資料やイベ

ント通知ができる

体制を構築する。 

◎図書館だよりの発行やメディア発信

等も、現状以上に広く周知可能で、

より図書館に興味を持ってもらえる

ような仕組みを構築すること。 
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業務 業務内容 具体的な仕様の観点 要求水準 

運営機能 

①図書館機

能 

 

 

諸室管理 

 

 

 

 

・使いやすく、にぎわ

いづくりにも役立

つ諸室管理の仕組

みづくりを構築す

る。 

◎使いやすく、にぎわいづくりにも役

立つ諸室管理の仕組みづくりを構築

すること。 

  ・資料利用につながる

ような有効的な活

用方法を構築する

こと。 

◎コインロッカー等により、図書館利

用者の荷物を預かるなど、快適な利

用ができるよう努めること。原則無

料サービスとすること。   

 

 


